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マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、2024年12月2日から現行の健康保険証が廃止され、マイナ保
険証（健康保険証として利用登録したマイナンバーカード）を基本とする仕組みになります。現行の健康保険証
は、経過措置として2025年12月1日まで使用できます。

政府からの要請により、安心してマイナ保険証を使用して頂けるようにマイナンバーに紐づけられた加入者情報を配
布します。お手元に届きましたら、下記の①と②についてご確認をお願い致します。

※9月30日時点の健康保険加入データで作成しています。10月1日以降に入社や扶養加入、マイナンバーを会
社へ提出された方へは、後日配布します。

①マイナンバー下４桁をご確認ください

会社及び健保組合に登録されているマイナンバーの下４桁を表示していますので、ご本人や扶養家族のマイナン
バー下４桁と相違がないかご確認をお願い致します。誤りがあった場合は、健保組合までご連絡をお願い致します。

②「資格情報のお知らせ ※配布書類の右下部分」は、大切に保管をお願い致します

マイナ保険証は従来の健康保険証と同様にすべての医療機関で使用できます。ただし、「オンライン資格確認シス
テム」を導入していない一部の医療機関（高齢の医師等の診療所で全国で５％）で受診するときなど、マイナ保
険証が使えない場合、「資格情報のお知らせ」が必要になる場合があります。

健康保険に関する「加入者情報のご案内」の配布について

【お問い合わせ先】

DMG森精機健康保険組合 45004@dmgmori.co.jp

大切なお知らせです
ので、５ページ目ま
で必ず確認願います

mailto:45004@dmgmori.co.jp
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配布書類について（右側の書類を封筒に入れて配布します）

「資格情報のお知らせ」は、書類の右下部分で
す。大切に保管願います。
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① マイナ保険証で受診する

※オンライン資格確認システムを導入している医療機関（全国の医療機関の95％）

② マイナ保険証＋資格情報のお知らせ（今回配布）で受診する

※オンライン資格確認システムを導入していない医療機関（全国の医療機関の5％）

③ マイナ保険証＋マイナポータルの資格情報画面（スマホの画面）で受診する

※オンライン資格確認システムを導入していない医療機関（全国の医療機関の5％）

※資格情報画面のスマホでの取得方法は、今回配布する書類に同封しています

④ 健康保険証で受診する

※現在お持ちの健康保険証は、2025年12月1日まで使用可能することができます

⑤ 資格確認書で受診する

※2024年12月2日以降に入社、出生、扶養加入等で新たに健康保険に加入した人で、

マイナ保険証を持っていない人に、保険証の代わりの証明書として資格確認書を交付します

◆2024年12月2日以降の受診方法◆
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Q．今回、配布があった書類の右下の「資格情報のお知らせ」は、どういった時に必要ですか。

A．マイナ保険証を使用できない一部の医療機関でマイナ保険証と合わせて提示します。お知らせ単独では受診できません。

「資格情報のお知らせ」は、大切に保管して頂くようお願い致します。ご家族にも必ずお伝え願います。

Q．「資格情報のお知らせ」を無くしたらどうなりますか。

A．原則、再発行は行いません。マイナポータルの資格情報画面からスマホで取得して頂くことになります。

Q．現在の保険証は、いつまで使えますか。

A．現在お持ちの保険証は、経過措置として、2025年12月1日まで使用可能です。

Q．来年１月に子供が生まれます。保険証はどうなりますか。

A．2024年12月2日以降、新規の保険証の発行はできなくなります。マイナ保険証もしくは、資格確認書を使用して頂く事に

なります。

Q．マイナンバーカードを取得すれば、マイナ保険証になるのですか。

A．マイナンバーカードを、各自で保険証連携して頂き、初めてマイナ保険証として使用する事ができます（※次ページ参照）。

マイナ保険証に切り替えることで、ご自身の健康・医療に関するデータに基づいたより適切な医療を受ける事ができるようになります。

Q．現在の保険証の経過措置期間の終了である2025年12月2日にマイナ保険証を持っていないとどうなりますか。

A．2025年11月末頃に、保険証の代わりの証明書として資格確認書をお渡しします。

◆よくある質問◆
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マイナンバーカードの保険証利用登録の方法
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